
平成 22 年 6月定例会 提出議案の名称と概要 

 

 

●予算関係・・・「概要：資料１」 

◆平成 22年度会計補正予算 

議案第 52号 平成 22年度北栄町一般会計補正予算（第 2号） 

議案第 53号 平成 22年度北栄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

議案第 54号 平成 22年度北栄町下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 

議案第 55号 平成 22年度北栄町水道事業会計補正予算（第 1号） 

◆平成 22年度会計専決処分補正予算の承認 

議案第 45号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 22年度北栄町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第 1 

号）） 

議案第 46号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 22年度北栄町下水道事業特別会計補正予算（第 1号）） 

議案第 47号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 22年度北栄町合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第 1号）） 

 

●条例制定関係 

議案第 48号 北栄町職員の育児休業等に関する条例及び北栄町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

育児休業、育児短時間勤務について、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうか

にかかわらず、職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児休業等をした後３

月以上経過した場合に、再度の育児休業をすることができることとする等育児休

業等の取得を促進するための改正を行う。（施行日：６月 30日） 

 

議案第 49 号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

職員団体が給与を受けながら、職員団体の業務又は活動を行うことができる場

合又は期間に４月から新設された時間外勤務代休時間を加える。（施行日：公布

日） 

 

議案第 50号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の給与からの控除について、地方公務員法第 25条第２項に規定により、給

与から控除する場合、法律により特に認められたもの以外は、条例で規定する必

要があるため、給与から控除する項目を規定する。（施行日：公布日） 

 

議案第 51 号 北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 



北条テニスコートを多目的広場と用途変更するため、その名称を条例から削除

するもの。（施行日：公布日） 

 

●その他関係 

議案第 56号 北栄町次世代育成支援行動計画「すこやかスマイルプラン（２）」の策

定について 

次世代育成支援対策推進法により 5年ごとに地域における子育て支援等の実施

に関する計画を策定するもの。 

 

議案第 57号 功労表彰について   （石丸美嗣議員分） 

議案第 58号 功労表彰について   （前田正雄議員分） 

議案第 59号 功労表彰について   （長谷川昭二議員分） 

議案第 60号 功労表彰について   （議員以外分） 

北栄町合併 5周年記念式典において功労者の表彰を行う予定で、北栄町表彰条

例第 7条第 1項の規定により議会の同意を求めるもの。 

 

 

●報告関係 

 ◆平成 21年度各会計繰越計算書の報告 

   報告第 2号 平成 21年度北栄町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

   報告第 3号 平成 21年度北栄町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

      地方自治法施行令第 146 条の規定により、翌年度へ繰越した各会計繰越明許費

繰越計算書を報告するもの。 

◆地方自治法第 221 条に規定する法人に係る平成 21年度経営状況の報告 

報告第 4号 平成 21年度鳥取県中部町土地開発公社の経営状況について 

   報告第 5号 平成 21年度財団法人北栄スポーツクラブの経営状況について 

      地方自治法第 221 条に該当する鳥取県中部町土地開発公社及び財団法人北栄ス

ポーツクラブの平成21年度経営状況を説明する書類を同法第243条の3の規定に

より報告するもの。 



■６月定例議会提出補正予算

１ 一般会計補正予算（第２号）

（補正予算の内容）

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

(財政調整基金の状況）

平成21年度末残高 千円

平成22年度取崩額（△） 千円

平成22年度積立額 千円

平成22年度末残高 千円

２ 国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

　（補正の内容） 国保ｼｽﾃﾑ改修費の増、老人保健拠出金の増など

３ 下水道事業特別会計補正予算（第２号）

　（補正の内容） 職員人件費減、臨時職員賃金の増

４ 水道事業会計補正予算（第１号）

　（補正の内容） 人件費の増
※収益的支出は人件費△871千円となるが、予備費を同額増で調整するため補正額は0千円

■５月３１日専決処分補正予算…すべて平成21年度歳入不足に伴う、平成22年度予算に繰上充用金の計上

１ 住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

２ 下水道事業特別会計補正予算（第１号）

３ 合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第１号）

資料１
平成 22 年 6 月 3 日

887,793

　現計予算額7,451,820千円　　補正額93,769千円　　補正後の額7,545,589千円

35,000 千円

10,294

2,250

平成２２年６月定例議会補正予算（案）概要

県営道路整備事業負担金（瀬戸バイパス）

△ 3,191
外国青年招致事業（渡航費用等）

9,323
議員人件費 △ 2,410

1,400

515

　現計予算額 1,432,077千円　 補正額 12,488千円　 補正後の額 1,444,565千円

資本的支出　現計予算額 248,218千円　補正額 538千円　補正後の額 248,756千円

110

特別職人件費（町長、副町長、教育長） △ 1,796

お台場公園防球ネット設置事業（お台場）

職員人件費

中学校教育振興事業（運動部活動謝礼）

治山事業（西高尾急傾斜崩壊防止）
下水道事業特別会計繰出金

地域総合整備資金貸付事業（べるびゅー大栄）

しっかり守る農林基盤整備事業

地域子育て創生事業（安心子ども基金事業）
太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置費補助金（省ｴﾈ設備）
就農条件整備事業（1件追加、ハウス等）
土地改良区補助金（北条砂丘　太陽光発電ｼｽﾃﾑ）

　現計予算額　 11,996千円　 補正額 25,577千円　 補正後の額 37,573千円

　現計予算額   4,561千円　 補正額 65千円    補正後の額 4,626千円

　現計予算額 1,444,565千円　 補正額　△ 3,191千円　 補正後の額 1,441,374千円

28,165

1,000

860,628

　現計予算額 1,867,575千円　　補正額 4,257千円　　補正後の額 1,871,832千円

19,657
5,600

2,073
10,875
8,514


